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ア 職員の確保及び処遇 

イ 安全計画に基づく災害対策、安全確保 

ａ 職員配置基準に定める職員の数及び資格を満たしているか。 
ｂ 職員の状況を把握するため、雇用契約書、出退勤記録等が適正に整備されているか。 

ウ人権の擁護、虐待の防止
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１ 令和8年度の重点項目

ａ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制を整備しているか。 
ｂ 児童の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。 

ａ 安全計画を適切に策定・周知し、児童の安全確保に努めているか。 
ｂ 避難訓練、救命救急訓練、緊急通報訓練等の安全対策を実施しているか。 



２-１ 保育に従事する者の数及び資格
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≪保育に従事する者の数≫
（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設）

職員配置基準
 ０歳児 ３人につき１人以上
 １、２歳児 ６人につき１人以上
 ３歳児 20人につき１人以上
 ４歳以上児 30人につき１人以上
例えば…
０歳児が６名、１、2歳児が９名いる保育施設の場合、必要な保育従事者数は４人となる。

年齢 人数 配置基準 計算 合計

０歳児 ６人 ÷３ ２.０
３.５

１、２歳児 ９人 ÷６ １.５

※四捨五入

必要な保育
従事者数

４人

※必要数の算出は年齢別に小
数点１桁（小数点２桁以下切
り捨て）目までを算出し、そ
の合計の端数（小数点１桁）
を四捨五入する。計算結果が
１の場合であっても複数配置
が必要。

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条
第１項第１号イ
「認可外保育施設に対する指導監督要綱
別表１ 指導監督基準」１(１)



２-２ 保育に従事する者の数及び資格
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≪保育に従事する者の数≫
（１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設）

職員配置基準

◆原則として、施設の開所時間について常時２人以上

※ただし、保育士、看護師（保健師・助産師を含む。）又は家庭的保育
研修修了者である場合は、乳幼児の数が３人以下までは１人の配置可

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第２号イ
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」１(２)



２-３ 保育に従事する者の数及び資格
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≪保育に従事する者の有資格者の数≫
（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設）

◆下記のいずれの場合においても、保育従事者の必要数の３分の１以上が有資格者であるか。

ａ 月極契約入所児童数に対する数

ｂ 月極契約入所児童数に時間預かりの数を加えた入所児童数に対する数
※有資格者の算出に当たっては、小数点１桁を四捨五入

〔有資格者の考え方〕
有資格者は、保育士又は看護師(助産師・保健師を含む。)の資格を有する者をいう。
ただし、有資格者の取扱において、准看護師は、有資格者としてみなしていない。

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号イ
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 １(１)



２-４ 保育に従事する者の数及び資格

7

≪保育に従事する者の有資格者の数≫
（１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設）

◆１人以上の有資格者がいるか。

〔有資格者の考え方〕
有資格者は、保育士、看護師(助産師・保健師を含む。)の資格を有する者又は家庭的保育研修修了

者をいう。

※准看護師は、有資格者としてみなしていない。

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第２号イ(２)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 １(２)



３-１ 保育室等の構造設備及び面積

≪保育室の面積≫（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設）

◆下記のいずれの場合においても乳幼児1人あたり1.65㎡以上確保されているか。

ａ 月極契約入所児童数
ｂ 月極契約入所児童数に時間預かりの数を加えた入所児童数

〔考え方〕
保育室の面積とは、当該保育施設において、保育室専用として使用できる部屋の面積（ロッカー等置い
てある場合はその分の面積は除く）。調理室や便所、浴室等、保育室以外の部屋及び区画は含まない。

≪乳児と幼児の保育場所の区画≫
◆乳児（おおむね１歳未満児）と幼児の保育場所は別の部屋が望ましいが、部屋を別にできない場合は
保育を行う場所を区画し、安全性が確保されているか。
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［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ロ(２)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ２(１)



≪保育室の面積≫（１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設）

◆乳幼児の保育を適切に行うことができる広さ（9.9㎡以上）が確保されているか。

〔考え方〕
保育室の面積とは、当該保育施設において、保育室専用として使用できる部屋の面積（ロッカー等置い
てある場合はその分の面積は除く）。調理室や便所、浴室等、保育室以外の部屋及び区画は含まない。
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３-２ 保育室等の構造設備及び面積

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第２号ロ(１)、(２)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ２(２)
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４-１ 非常災害に対する措置

≪非常口の設置≫

◆火災等非常時に入所児童の避難に有効な位置に、２か所２方向で適切に設置されて
いるか。
★POINT★

以下の点に注意してください。

・２か所２方向に非常口があり、それぞれの非常口に通じる階段が必要

（出入り口が２か所、階段も2か所必要であること。）

・保育室等を１階に設ける場合や、屋上に屋外遊戯場を設ける場合等においても

２方向の避難経路を確保することが必要

・非常口の周辺に家具や用具を置いて、設備機能を妨げないようにすること

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ハ(１)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ３(３)
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≪非常災害に対する具体的な計画（消防計画）の策定≫

【全施設】

◆非常災害に対する措置として、

具体的な計画＝消防計画が作成されているか。

※消防法上、収容人員（防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数をいう。建物全体で判断
する。）が30人以上の施設については、消防計画の作成及び届出の義務がある。

※届出した消防計画の内容に変更の必要がある場合は、変更届の提出を行うものとする。

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ハ(２)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ３(２)
「消防法」第８条、「消防法施行令」第３条の２、「消防法施行規則」第３条

４-２ 非常災害に対する措置
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共通事項

≪避難消火等の訓練の毎月１回以上の実施≫

◆訓練が毎月定期的に実施されているか。

※消火活動及び避難誘導等の実地訓練を原則とする。

※実施した場合には必ず記録に残すことが必要

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ハ(３)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ３(２)
「消防法施行令」第３条の２第２項

４-３ 非常災害に対する措置
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(避難訓練の指導事例）

・4月は新入園児が多く、児童の避難行動を伴わない図上の避難訓練を行った。

・園舎内火災を想定した訓練を実施したが、全園児が園外活動中であったため園舎に残っていた職員のみで訓練を

実施した。

・不審者対策としての避難訓練を実施したが、非常災害対策の避難訓練を行っていなかった。

(消火訓練の指導事例）

・園外保育中の災害を想定した訓練で、避難訓練のみ行い、消火訓練を失念した。

・火元の設定などを行わず、消火器の使い方の確認のみ行った。

・消火訓練を調理職員しか実施していない。

(共通の指導事例)

・毎月末に訓練を実施する計画を立てたが、悪天候・体調不良等により翌週に延期したため、未実施の月が生じた。

４-4 非常災害に対する措置
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５-１ 健康管理・安全確保

≪職員の健康診断≫
◆職員の健康診断を採用時及び１年に１回実施しているか。

≪医薬品等の整備≫
◆必要な医薬品その他の医療品が備えられているか。

最低限必要なもの：
① 体   温   計 ② 水 ま く ら ③ 消   毒   液 ④ 絆 創 膏 類 等

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ヘ(４)、(５)、(６)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ７(４)、(５)
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≪安全確保≫
◆事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図っているか。
例：施設内の危険な場所、設備等への囲障の設置が無い。

◆不審者の施設への立入防止などの対策や緊急時における乳幼児の安全確保する体制を整備している
か。
例：囲障はあるが、施錠等が不十分

◆事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、消防署等が実施する救命講習を受講し、緊急通報
訓練（119番通報等の訓練）を定期的に実施しているか。

★POINT★
・救命講習を過去３年以内に受講した保育従事者がいるか。
・関係機関への緊急通報訓練が１年に１回実施されているか。

５-２ 健康管理・安全確保

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ヘ(14)、(15)、(18)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ７(８)
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観 点 基本的な考え方

・安全計画が策定されているか。

・職員に対し、安全計画について周知
されていない。
・安全計画に定める研修及び訓練が定
期的に実施されていない。

・保護者に対し、安全計画に基づく取
組の内容等について周知されていない。

施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等
を含めた施設での生活その他日常生活における安全に関する指導、職員
の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以
下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い、乳幼児の安全
の確保に配慮した保育が実施されているか。

職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全計画に定
める研修及び訓練が定期的に実施されているか。

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されている
か。

安全計画の策定

［根拠法令等］「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ７（８）

※全園共通

５-３ 健康管理・安全確保
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６ 保育所等の職員等による虐待対応について

［根拠法令等］
「児童福祉法」第33条の10、第33条の12他

保育所等の職員等が行った児童への虐待についての通告に関する規定の整備等

○ 保育所等の職員による虐待について、下記の規定を設ける児童福祉法等の改正が施行されている。
・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務
・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置
・都道府県による虐待の状況等の公表

令和７年10月１日施行

★POINT★
①こども家庭庁の「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」 （令
和５年５月制定。令和8年4月最終改正）を参考に虐待等の防止に取り組むこと。
②認可外保育施設の所管行政庁である都の不適切保育の相談窓口を、施設内で周知すること。

区内の認可外保育施設の所管行政庁は東京都知事になります。都の保育所等における虐待等通報・相
談窓口は、以下のHPに掲載されています。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/hoiku_madoguchi



７-１ 利用者への情報提供
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≪施設及びサービスに関する内容の掲示≫
◆以下の事項が見やすい場所に掲示するとともに
子ども・子育て支援情報公表システム（ここdeサーチ）に掲載されているか。

□設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
□建物、その他の設備の規模及び構造 ※（１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設のみ）
□施設の名称及び所在地 □事業を開始した年月日 □開所している時間
□提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じ
たことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及び理由
□入所定員 □保育士その他の職員の配置数又はその予定
□職員に対する研修の受講状況

※１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設の場合は、ここdeサーチに掲載する箇所がないため、掲示のみ行う
 （東京都独自の規定のため）。

  ※１日に保育する乳幼児の数が５人以下の施設の場合は、「設置者及び職員に対する研修の受講状況」を掲示およびここde
サーチに掲載する。

□保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
□提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
□緊急時等における対応方法 □非常災害対策
□虐待の防止のための措置に関する事項
□設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。）

共通事項

［根拠法令等］
  「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ヘ(23)
  「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ８(１)



７-２ 利用者への情報提供
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≪サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付≫
◆以下の事項について、利用者に書面等による交付がされているか。

①設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地

②当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

③施設の名称及び所在地

④施設の管理者の氏名

⑤当該利用者に対し提供するサービスの内容

⑥保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

⑦提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容

⑧利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ヘ(24)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ８(３)
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第55条



８ 備える帳簿
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◆以下の必要な帳票等が備えられているか。

指導監督基準項目 帳票等の名称

３（２）
消防計画 、避難消火訓練記録 、防火管理者の選任・届出の控え（収容

人数３０人以上の施設）

７（４） 職員健康診断記録

７（８）
安全計画、救命講習の修了証等（過去3年以内に受講したもの）、関係
機関への緊急通報訓練（119番通報等の訓練）の記録

８（１） 施設・サービス内容の掲示

９（１）

履歴書 、資格証明書（保育士証等）、労働者名簿（採用年月日がわか
るもの) 、雇用契約書（就業規則）、勤務表（ローテーション表）、出勤簿
（タイムカード）（勤務実績がわかるもの）、賃金台帳 

９（３） 施設平面図

共通事項

［根拠法令等］
「子ども・子育て支援法施行規則」第１条第１項第１号ヘ(26)
「認可外保育施設に対する指導監督要綱 別表１ 指導監督基準」 ９
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営
に関する基準」第６１条第１項
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